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１．本稿の目的

HTML5（Hyper Text Markup Language 5）を根

幹技術とした次世代ブラウザが利用できるようになる

と，端末がいかなる環境（OS等）であっても，映像や

音，アプリ等の豊富なコンテンツが扱えるようにな

る。このような次世代ブラウザと端末とが連携するシ

ステムでは，連携のためのインフラを構築すること

が，競争上，優位に立つためのキーになろう。このイ

ンフラの構築に向けて，我が国でも次世代ブラウザと

端末との連携における技術についての標準化が進めら

れている。

ここで，次世代ブラウザと端末との連携において，

テレビはその機能面ではコンピュータを上回ることは

ないと考えられるものの，利便性ではコンピュータを

上回る可能性があり，ホームネットワークのハブとし

ての機能を果たし得る(1)。従って，次世代ブラウザと

連携する端末では，まずテレビとの連携を考えること

が必要である。

そこで，本稿では，次世代ブラウザとテレビとの連

携において現在進められている標準化の内容を概観す

るとともに，この標準化によって，どのような競争が

実現されるのかについて考察することを目的とする。

なお，本稿は，日本知財学会の第 10 回年次学術研究

発表会（2012 年 12 月 9 日）において，日本弁理士会の

技術標準委員会として筆者が発表した報告に基づいた

論考である。
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次世代ブラウザが利用できるようになることにより，ウェブ環境とテレビとの関係（生態系）が変化するこ

とを前提として，現在，IPTVフォーラムで進められている標準化について概観する。IPTVフォーラムは，通

信事業者，放送事業者及び機器メーカの各事業者によって構成されるフォーラムであり，次世代ブラウザとテ

レビとの連携におけるアプリケーション技術についての標準化が進められている。この標準中に特許権を埋め

込むことによって，技術の進化方向を独占するための権利関係を構築することができる。このような権利関係

を構築するには，パテントプールを活用することが有効である。

アプリケーション技術に関する標準化が進められることによって，この方面での重複開発及び重複投資が回

避される。これにより，フォーラムを構成する各事業者は，自己の事業領域での技術開発に注力することがで

き，この各事業領域において競争が実現される。
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２．次世代ブラウザの概要

２．１ 次世代ブラウザの語について

「次世代ブラウザ」の語は，総務省によって使用され

ている。その意味するところは，「HTML5 により実

現されるウェブ環境」と考えてよいであろう。一方，

本稿において単に「ブラウザ」といった場合は，ウェ

ブ環境とのやり取りを行うユーザインタフェースの意

味で用いている。

２．２ HTML5 の概要

ここで，HTML5 について簡単に触れておく。ま

ず，HTMLとは，ウェブサイトを構成するコンピュー

タ言語の 1つである。ウェブサイトは，主にHTML，

CSS 及び JavaScript（登録商標）という 3 つのコン

ピュータ言語で構成されており，HTML でウェブサ

イトの文書構造が設計され，CSS でその表現形式が指

定され，JavaScript でその動作が記述される(2)。

HTML5 は，HTML の 第 5 世 代 目 で あ っ て，

JavaScript の機能が強化されたものであり(3)，次世代

ブラウザの根幹技術になると目されている。

このHTML5 の実現によって，これまで端末上で起

動していたネイティブアプリ(4)から，ウェブ上で起動

するウェブアプリへと漸次移行することが想定され

る(5)。ウェブアプリへの移行によって，端末の環境に

依存することなく，豊富なコンテンツが扱えるように

なる。しかも，ウェブアプリの場合は，端末に格納さ

れて操作されるネイティブアプリとは異なって，端末

にアプリを格納せずにウェブ上で操作することが可能

となることから，端末の負担が大幅に軽減される。

このHTML5 は，特に，次世代ブラウザと連携する

コンピュータ以外の端末（テレビを含む）との関係で

は，W3C（World Wide Web Consortium）によって仕

様化が進められているHTML5/.next と称されるコン

ピュータ言語で実装化されるようである(6)。

２．３ 次世代ブラウザとテレビとの連携のサー

ビスイメージ

ここで，次世代ブラウザとテレビとの連携によっ

て，どのようなサービスが実現されるのかについて，

簡単に検討を加えておく。次世代ブラウザとテレビと

の連携は，いわゆるスマートテレビと称される構想の

中に含まれる 1つの概念であると考えられる。スマー

トテレビは，「放送回線及びネットワーク回線を連携

させて新たなサービスを提供するテレビの枠組み」と

いえよう(7)。

このスマートテレビ構想において，次世代ブラウザ

とテレビとの連携では，ウェブアプリの充実化に伴っ

て，扱えるコンテンツの表現が多様化すると考えられ

る。具体的には，次世代ブラウザとテレビとの連携に

より提供されるサービスとしては，例えば，番組放送

中に番組に対するコメントをテレビの画面を介して

SNS（ソーシャルネットワークサービス）サイトから

投稿したり，クラウド上のライブラリに気に入った番

組を保存したり，過去の視聴履歴から好みの番組の傾

向を把握して好みと思われる番組を提示あるいは自動

録画したり，スマートフォンをリモコンとしてテレビ

を操作したりといったサービスが想定されている(8)。

このようなサービスをユーザが利用する場合は，

ウェブ上で起動するブラウザ(9)，あるいはテレビに格

納されるブラウザを介して利用することになるものと

考えられる。

３．次世代ブラウザとテレビとの連携の生態系

現在のウェブと端末との連携についての生態系を，

図 1に示す。図 1の左側で示す現在の連携では，ウェ

ブ（HTML4）を中心として実現されるプラット

フォーム層を基礎として，端末で実現される物理層が

存在し，この物理層の上に，端末に格納されるネイ

ティブアプリで実現されるアプリケーション層が存在

している。

一方，HTML5 によって次世代ブラウザが実現する

と，上記のように，扱えるコンテンツの表現が多様化

することから，ネイティブアプリによらなければ実現

できないと考えられていたアプリケーションも，ブラ

ウザを介してウェブ上で起動するウェブアプリとして

実現することができる。

従って，次世代ブラウザとテレビとの連携では，そ

の生態系が図 1 の右側のように変更されることとな

る。すなわち，現在は物理層の上にネイティブアプリ

として実現されているアプリケーション層において，

次世代ブラウザとテレビとの連携では，ウェブアプリ

を実現させることによって，アプリケーション層がプ

ラットフォーム層の上に直接的に位置づけられること

となる。

競争戦略上は，このような生態系の変化を踏まえ

て，次世代ブラウザとテレビとの連携において，どの

ような標準化を行えば，事業上，優位に立つことがで

きるかを考えなければならない。すなわち，どの層を
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標準化してどの層に競争領域を実現するかといった標

準化ポジショニング戦略が重要となる。

図１ ブラウザと端末との連携の生態系

４．標準の意義及び標準と特許権との関係

４．１ 標準の意義

標準とは，一般的に，「ある事柄について，それに関

係する人々の間で，当該事項の性能・機能・寸法・動

作・配置・手順・考え方・概念等について定め，統一

すること」である(10)。これにより，ある事項について

関係する者の間において，利便性や安全性あるいは産

業効率等が公正に得られることとなる。

上記の意義を有する標準には，ISO等の管理標準や

環境標準の類も含まれるが(11)，かかる標準のうち，技

術的な側面から把握される標準が技術標準である。本

稿で単に標準という場合には，この技術標準を指して

いる。技術標準は，「ある特定の技術において，その技

術が，ユーザを含めた開発者，生産者などの関係する

人々に，統一的であり，かつ利益や利便性が公正に得

られるように各種の取り決めをすること」と定義され

る(12)。

このような標準の意義からも明らかなように，標準

化が進められることによって，ユーザにとっては，製

品の互換性が確保されることで，製品に対する一定の

信頼性や安定性が得られ，標準化された技術を適用し

た製品に関する情報等が入手しやすくなるといったメ

リットがある(13)。

一方，開発者や生産者にとってのメリットは，重複

開発や重複投資が排除されて製品生産に効率性や安定

性がもたらされるとともに，標準化によって，その標

準に則った補完的な製品が作りやすくなる点が挙げら

れる(14)。これらのメリットのうち，標準に則った補完

製品が作りやすくなるというメリットからは，標準化

が進められることによって，標準化されたある特定の

技術に補完製品を生産するプレーヤが新規参入しやす

くなるといったオープンな環境が形成され得るという

ことが導き出される。このようなオープンな環境にプ

レーヤが参入して当該特定の技術に関する市場が形成

されるとともに，プレーヤの参入数が増えることによ

り，形成された市場が拡大していくこととなる。

このように，標準に期待される重要な機能の一つと

しては，オープンな環境が形成される結果，プレーヤ

が参入することによる「市場の形成及び拡大」がある

と考えられる(15)。プレーヤの参入を促すためには，参

入障壁を低くしておくことが必要である。すなわち，

標準の内容を使いやすく，かつ魅力あるものとしてお

くことが必要である。

４．２ 標準化により形成され得るオープン環境

と特許権との関係

このような技術標準の中に特許権を埋め込んでおく

ことによって，競争上の優位性を確保していくことが

できる。ここで，標準は，上記のようにオープン環境

を形成し得るものである一方，特許権は独占排他権で

あることから，技術標準の中に特許権を埋め込んでお

くと，標準化によってオープン環境を形成することが

困難になるのではないかとする向きもある。

この点については，次のように整理すればよい。す

なわち，標準技術に係る特許発明については，オープ

ン環境の下で参入するプレーヤが自由に実施をするこ

とを原則として許容するが，その実施をする技術内容

の変更をすることは禁止するのである。具体的には，

技術標準の中に特許権を埋め込んでおきながら標準技

術に係る特許発明の実施は自由に認める一方で，リ

バースエンジニアリングを禁止する旨の契約を活用す

るのである。これにより，標準技術を改版する権利を

独占して技術の進化方向を先導することができ，この

技術を市場においてコントロールすることが可能とな

る(16)。これが，標準技術について特許権を取得する最

大の意義であると考えられる。

このような，市場における技術のコントロール機能

を持続させていくためには，標準化された技術であっ

ても絶えずアップデートして改版することで市場動向

を先導していくことが必要である。そのためには，改

版された標準技術についても，その都度特許出願を

行って権利化を図っていくことが必要である。

以上のことから，特許発明の実施についての独占排

他権をある意味では放棄することによって，標準化に

より形成されるオープン環境を担保しつつ，標準技術

に係る特許発明を改版する権利については，独占排他

権を保持することが可能である。従って，技術標準の

中に特許権を埋め込んでも，標準化によるオープン環

境を形成することは可能であると考える。

このような特許権の設定された標準技術によって形
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成されたオープン環境において，プレーヤの参入を効

率的に促すためには，パテントプールを利用すること

が有効であると考える。

４．３ パテントプール

パテントプールとは，「特許の複数の権利者が，それ

ぞれの所有する特許のライセンスする権限を一定の企

業体や組織体に集中し，当該企業体や組織体を通じて

パテントプールの構成員等が必要なライセンスを受け

るもの」のことである(17)(18)。このようなパテント

プールを利用すれば，技術標準の中に埋め込まれた特

許権について一括してライセンス処理を行うことがで

き（ワンストップライセンシング），プレーヤの参入を

効率的に促進することができる。

パテントプールを利用することによってプレーヤの

参入が効率的に促される理由としては，パテントプー

ルにおいては補完的技術の統合がもたらされることを

中心とした競争促進効果があることが挙げられよう。

このような補完的技術の統合は，標準技術の実施をす

る際に回避することができない必須特許によって実現

される。従って，パテントプールにプールされる特許

権は，基本的に必須特許であることが独禁法上要請さ

れており，必須特許以外をプールすることになれば，

競争制限的であるとして「不公正な取引方法」に該当

し，独禁法上，違法とされるおそれがある(19)(20)。

５．IPTV フォーラムによる標準化の動向

５．１ IPTV フォーラムについて

次世代ブラウザとテレビとの連携に関しては，我が

国では，IPTV フォーラムを中心として標準化が進め

られている。そこで，本稿では，次世代ブラウザとテ

レビとの連携で進められている標準化について，

IPTVフォーラムによる標準化に絞って説明する。

IPTVフォーラムは，NTT，KDDI 及びソフトバン

クの通信事業者を中心に，NHK 及び民放 5 局といっ

た放送事業者，ソニー，パナソニック，シャープ，東

芝及び日立等といった機器メーカが参加して形成され

たフォーラムである。通信事業者は，上記の生態系で

いえばプラットフォーム層に属しており，放送事業者

はコンテンツ層に属する。一方，機器メーカは物理層

に属している。このように，生態系において属する層

が異なる事業者の間でフォーラムが形成されている。

５．２ IPTV フォーラムによる標準化の内容

プラットフォーム層に位置する HTML5 は，W3C

によって既に標準化が進められている。一方，我が国

では，①ウェブとテレビとの連携機能（ブラウザの機

能），②データ放送（字幕放送，天気予報，番組情報等）

とウェブとの連携技術を中心としたブラウザ機能の標

準化が，IPTV フォーラムによって進められている。

これらの①及び②についての標準化はいずれも，ブラ

ウザの機能に関する標準化であり，ブラウザは，上記

のように生態系でいえばアプリケーション層を実現す

る技術要素の一つである。このようなアプリケーショ

ン層における IPTV フォーラムによる標準化の内容

は，具体的には，次の表 1に示す通りとなる。

表１ IPTV フォーラムによる標準化

日経ニューメディア（http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20120612

/40981/?ST）をもとに作表

このような標準化について，総務省は「フォーラム

標準の重要性が増し，『フォーラム』で決定された標準

を『デジュール』機関が追認する場合も多いことを踏

まえ，検討体制を整備」し，「『次世代ブラウザ』，『デ

ジタルサイネージ』等，標準が『フォーラム』にて検

討・決定されるテーマについても，我が国としての

『標準化戦略』を検討」する(21)としていることから，政

府としても，デジュール標準(22)を確立させようとする

動きもあるようにも思える。

現段階で筆者が把握している IPTV フォーラムに

よる標準化の内容は上記のもののみであるが，他にも

IPTV フォーラムやその他のフォーラム，標準化機関

によって標準化が進められている技術も存在するもの

と考えられる。例えば，次世代ブラウザとテレビとの

連携に関する標準技術に参入するプレーヤとしては，

主に，標準化されたブラウザの機能に対応したアプリ

を開発して提供するアプリ開発事業者等が想定される

ことから，このようなアプリ開発事業者向けに，例え

ば，上 記 の 標 準 技 術 及 び API（Application

Programming Interface）をミドルウェアなどの形で

モジュール化して標準化したうえで公開していくこと

も一策であろう(23)。

５．３ IPTV フォーラムによる標準技術に関す

る特許権の取得について

ここで，IPTV フォーラムによる上記の標準技術に
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関する特許権の取得について，検討を加えておく。

上記のように，IPTV フォーラムで進められている

標準化はブラウザの機能に関するものであり，具体的

には，HTML5 において JavaScript で記述されるウェ

ブ上の動作を，テレビで操作される（あるいはテレビ

に搭載される）ブラウザ上でどのように実現するかと

いう点に関するものである。すなわち，ブラウザの機

能とは，HTML5 によるウェブ動作をテレビ上で実現

する際の最適化についての技術である。この実現手段

はプログラムであることから，プログラムによる処理

がハードウェア資源と協働して実現されていることを

条件として，ソフトウェア関連発明に該当する。従っ

て，IPTV フォーラムによる上記の標準技術に関して

も，ソフトウェア関連発明として特許権を取得するこ

とが可能であると考える。

この点，IPTV フォーラムで標準化が進められてい

る技術について特許権を取得し得るとしても，

HTML5 それ自体は，上記のようにW3C によって標

準化が進められていることから，その特許発明の技術

的範囲は比較的狭いものにならざるを得ないとも考え

られる。しかし，上記のように，標準技術にプレーヤ

の参入を促すためには，参入障壁を低くしておくこと

が必要であると考えられる。そこで，標準技術に係る

特許発明を実際に実施するプレーヤの実施態様に近づ

けた権利を取得して，使いやすい特許権としておくこ

とを考慮するならば，適切な技術的範囲で権利を取得

することができるとも考えられる。

さらに，標準技術について特許権を取得する際に

は，一般的に，明細書及び特許請求の範囲の記載を標

準で用いられる文言に合わせることや，分割出願を活

用するといった配慮が求められるであろう。

なお，ユーザインタフェースとしてのブラウザ自体

はオープンソースで開発が進められているようである

が(24)，HTML5 と連携するブラウザの機能に関して

は，上記のように特許権を取得して，標準技術を改版

する権利を独占して技術の進化方向を先導することに

より，競争を優位に進めていくことが望まれる。

６．標準化により実現される競争領域

標準に期待される重要な機能の一つに，標準化され

た技術にプレーヤが参入することによる「市場の形成

及び拡大」があるとすれば，次世代ブラウザとテレビ

との連携においても，この連携で必然的に用いられる

ことになる技術について市場を形成及び拡大できるよ

うな標準化を行うことが必要であろう。

ところで，上記のように，IPTV フォーラムは，プ

ラットフォーム層に属する通信事業者，コンテンツ層

に属する放送事業者，及び物理層に属する機器メーカ

によって構成されており，生態系において属する層が

異なる事業者の間でフォーラムが形成されている。し

かし，各事業者ともに，次世代ブラウザとテレビとの

連携の生態系の中では相互に依存することとなる関係

にあることから(25)，IPTVフォーラムを構成する各事

業者の中にはプレーヤの存在しないアプリケーション

層を介して，各事業者が相互に連携することになると

考えられる。

このような観点からは，次世代ブラウザとテレビと

の連携においては，HTML5 上で起動するブラウザに

関する機能が，ウェブアプリによって実現されるサー

ビスに不可避的に要求される技術であると考えられ

る。すなわち，次世代ブラウザとテレビとの連携で

は，アプリケーション層を実現する技術要素の一つで

あるブラウザの機能についての標準化が進められるこ

とによって，アプリケーション層にプレーヤが参入す

ることが見込まれる。このように，アプリケーション

層にプレーヤが参入することによって，次世代ブラウ

ザとテレビとの連携における生態系のプレーヤが全て

揃い，生態系が完成するのである。そして，アプリ

ケーション層へのプレーヤの参入数が増加すれば，次

世代ブラウザとテレビとの連携に関する市場の形成及

び拡大が促される。

IPTV フォーラムでのブラウザの機能に関する標準

化が進められることによって，ブラウザの基本的な機

能に関する重複開発や重複投資が排除される。これに

より，通信事業者は自己の属するプラットフォーム層

で，放送事業者も自己の属するコンテンツ層で，機器

メーカにおいても自己の属する物理層での技術開発や

事業構築に注力することができる。すなわち，生態系

において属する層が異なる事業者の間でフォーラムが

形成されてはいるものの，アプリケーション層での標

準化が進められることによって，アプリケーション層

を介して，各事業者がそれぞれ属する層において各事

業者がそれぞれに競争を実現することができる。換言

すれば，各事業者の間ではそれぞれの利害が対立する

ことなく棲み分けができているといえる。従って，

IPTV フォーラムによる次世代ブラウザとテレビとの
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連携における標準化ポジショニング戦略によれば，競

争を優位に実現することができる可能性があると考え

られる。

以上の関係を，図 2に概略的に示す。

図２ 事業者間の関係領域

７．各事業者の競争領域

７．１ 製品とサービスとの連携

以上のように，ブラウザの機能が標準化されること

によって，通信事業者は自己の属するプラットフォー

ム層で，放送事業者も自己の属するコンテンツ層で，

機器メーカにおいても自己の属する物理層で，競争を

実現することができる。

ところで，昨今のデジタル技術やネットワーク環境

の進展により，製品のコモディティ化が進んでおり，

新たなデジタル技術を市場へ投入してもすぐに他社や

新興国によってキャッチアップされるという実情があ

る。その結果，技術開発に投資した費用の回収が進ま

なくなっている。そこで，機能面での差別化が難しい

コモディティ化が進んだ製品を市場で展開するに際し

て，製品とサービスとを連携あるいは融合させて，

サービスによって市場での差別化を図るという競争戦

略が提案されている(26)。すなわち，製品とサービスと

を連携させることによって，サービス面から製品価値

の拡大を図るのである。

次世代ブラウザとテレビとの連携では，通信事業者

の製品は通信回線網であり，放送事業者の製品は映像

や画像等のコンテンツであり，機器メーカの製品はテ

レビである。従って，各事業者はそれぞれの製品を提

供するための最適なサービスを構築することが考えら

れる。

次世代ブラウザとテレビとの連携では，製品とサー

ビスとの連携は，ユーザインタフェースとしてのブラ

ウザで実現されると考えられる(27)。すなわち，ブラウ

ザが，製品とサービスとを連携する窓口になるという

ことである。この点を，各事業者の競争領域において

具体的に考えてみると，通信事業者は，その製品であ

る通信回線網をユーザに提供するためのサービスと通

信回線網との連携にブラウザを介在させることが考え

られる。例えば，ある通信事業者の提供する通信回線

網を利用する場合に限り，その通信事業者の提供する

ブラウザを利用できることとし，そのブラウザからア

プリやコンテンツをダウンロードできるようにする

サービスを構築する。アプリやコンテンツをダウン

ロードする際になされる課金等の処理は，ブラウザを

介して通信事業者が代行するようにする(28)。なお，こ

のようなサービスを行うに際しては，放送事業者と連

携して人気のあるコンテンツの提供を受けるようにし

ておくことも一策である。

放送事業者は，その製品であるコンテンツをユーザ

に提供するためのサービスとコンテンツとの連携にブ

ラウザを介在させることが考えられる。例えば，

NHK 等では，放送網と通信回線網を使用するメリッ

トを活かした，Hybrid cast と称されるコンテンツ提

供アプリケーションの開発が進められている。このア

プリケーションが，製品とサービスとを連携させるブ

ラウザであると考えることができる。これにより，多

様な表現のコンテンツを提供するサービスを実現する

ことができ，このサービスの最適化が図られる。

一方，機器メーカは，通信事業者の場合と同様に，

例えば，ある特定のテレビからアクセス可能な次世代

ブラウザを提供するサービスを構築することが考えら

れる。さらに機器メーカでは，アプリケーション層で

標準化されたブラウザの機能によってもたらされる効

果を「サービス」とみなして，製品であるテレビ自体

の価値を高めることによっても製品価値の拡大を実現

することができると考える。例えば，標準化されたブ

ラウザの機能を最適に実現することができる付加価値

の高い機能を備えたブラウザ（カスタマイズ性，レス

ポンス性，表示能力，デザイン等に加え，音声認識機

能，モーションセンサ等の機能を具備することが考え

られる）を搭載したテレビ，あるいはこのようなブラ

ウザをウェブ上で起動させることが可能なテレビを市

場に投入することによっても，競争を実現する途があ

ると考える。

このように，いずれの事業者においても，製品と

サービスとの連携を図ったうえで，製品とサービスと

の連携にブラウザを介在させることが重要になると考

えられる。このような競争が実現されれば，ユーザ

は，通信回線を選択する際，コンテンツを選択する際，
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あるいは購入するテレビを選択する際のそれぞれの場

面において，各事業者が提供するブラウザに着目し

て，そのユーザの要望が達成されるような選択を行う

ことが可能となる。すなわち，例えば，通信事業者か

らは X通信会社，コンテンツ事業者からは Y放送会

社，テレビは Z 機器メーカを選択するといったよう

に，ユーザは，その所望するスマートテレビの環境を

構成することができる。その一方で，ユーザが所望の

スマートテレビ環境を構築することができるようにな

れば，各事業者のそれぞれの内部において，その事業

者を構成するプレーヤ，例えば通信事業者を構成する

A通信会社，B通信会社といった同業他社の間におい

て，競争が促進されることになる。

７．２ 競争領域における知的財産権等による保護

上記のような各事業者の属する層での競争領域にお

いては，知的財産権あるいはノウハウによる保護を

図っておくことが有用である。すなわち，技術力に基

づく特許権あるいはノウハウ化による保護，デザイン

力に基づく意匠権による保護，そしてブランド力に基

づく商標権による保護を図っていくということであ

る(29)。このような知的財産権等による保護は，市場に

受け入れられる製品価値が存在する領域と，知的財産

権等による保護領域とが一致した場合に，特に大きな

効力を発揮する。すなわち，市場で受け入れられる

サービスを構築して製品価値を拡大せしめる一方で，

独占排他権である知的財産権等による積極的な保護策

を競争領域において行うことによって，高い参入障壁

を構築することができる。これにより，市場の独占に

よる優位性が確保されて，事業における競争力が高め

られる。

次世代ブラウザとテレビとの連携において，競争領

域における知的財産権等による保護の例としては，例

えば，デジタルコンテンツを提供する際に要求される

デジタル著作権管理技術（DRM：Digital Rights

Management）について特許権の取得やノウハウ化，

ブラウザの画面デザインについて意匠権を取得(30)，製

品価値を高めるサービスの名称について商標権を取得

すること等が考えられる(31)。あるいは，これらを複合

的に組み合わせて，競争領域における製品とサービス

との連携を多面的に保護していくことも有用であろう。

８．おわりに

以上のように，次世代ブラウザとテレビとの連携に

おける標準化と競争について概観してきたが，根底に

あるのは，昨今，巷間でよく言われている，いわゆる

オープン／クローズによる事業戦略である(32)(33)。

HTML5 の環境下におけるスマートテレビといった新

たな構想については，市場を形成するための仕組みづ

くりが必要であり(34)，このような仕組みづくりを行う

観点からすれば，オープン環境を作り出してプレーヤ

の参入を促す標準化戦略と，競争領域において参入障

壁を構築して事業利益を産み出すための知財戦略とを

組み合わせた，オープン／クローズによる事業戦略が

適しているとも考えられる。本稿では，このような視

点に立った上で，以上のような考察を試みた次第である。

なお，本稿では，コンテンツとアプリケーションと

を別の層に属するものとして考察したが，アプリケー

ションはそもそもコンテンツそれ自体であると把握す

ることもできるであろう。この点に関する考察につい

ては，別の機会に譲ることとしたい。
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